
南斎場清掃委託業務 仕様書

 本仕様書は、南部広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）が発注する「南斎

場清掃委託業務」に適用する。 

１．業 務 名  南斎場清掃委託業務

２．履行場所  豊見城市字豊見城９２５番地 南斎場

３．履行期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日（３年）

（南部広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定め  

               る条例第２条第２号の規定に基づく長期継続契約）

４．建物概要 用  途 ： 火葬場

        構  造 ： 鉄筋コンクリート造、地上２階建て

        敷地面積 ： １２,８７７㎡（約３,８９５坪）

        建築面積 ：  ２,６９７㎡（約  ８１６坪）

        延床面積 ：  ２,９００㎡（約   ８７７坪）

５．基本事項

 南斎場は、人生終焉の儀式を行うため多くの人々が利用する施設であることから、衛

生的で安全な環境を維持しなければならない。 

 南斎場清掃業務（以下「業務」という。）は、南斎場内で発生するゴミの収集、及び

建物、家具、備品等に付着するホコリ、汚れ等を除去する作業が主であるが、衛生上有

害な物質や微生物等の除去等も行うものとする。 

 この業務は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定される「建築

物環境衛生管理基準」に従って南斎場の維持管理をしなければならないことから、業務

員も業務に対応できる技能を有し、計画的かつ適正に業務を行い、衛生的で安全な快適

環境を確保することを目的とする。 



６．一般事項

 ①本仕様書に記載されていない事項であっても、業務の性質上当然実施しなければな  

   らないもの、建物管理上又は美観上特に必要な作業については契約金額の範囲内にお 

   いて実施するものとする。 

 ②他の火葬案内業務、火葬炉運転業務等との密接な連携をとり、遺漏のないよう業務 

   を行うものとする。 

 ③必要箇所の鍵の受け渡しについては、十分注意して行うものとする。 

 ④受注者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

 ⑤業務中に来場者から施設内に関する質問を受けた場合は、自らの知り得る範囲で親 

   切かつ正確に返答する。 

 ⑥台風、地震等の自然災害及び事故等、緊急時の対応については、南斎場所長の指示 

  に従うものとする。 

７．業務内容及び実施箇所

 業務内容及び実施箇所は、別表に定める「南斎場清掃作業基準表」及び｢建築物環境衛

生管理基準」等に基づき行うものとする。 

８．業務実施日時

 ① 日常清掃業務 

 ア 日常の清掃は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 イ 事務室、休憩室等については執務時間中に行うものとする。 

  ウ 日常清掃は南斎場の休場日（１月１日と旧暦７月１５日）を除く毎日とする。 

  ②定期清掃業務 

  定期清掃は、原則として火葬炉が休止した時間帯に行うものとし、日時については、 

 あらかじめ組合及び受注者が協議して決めるものする。 

９．業務責任者の選任

 受注者は、業務責任者を選任して組合に報告し、次の業務を行わせるものとする。 ま

た、業務責任者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第２５条に

定める清掃作業監督者と同等の資格を有するものとする。 

 ①この清掃業務全般の指揮監督 

 ②業務に関する連絡、調整及び報告 

 ③南斎場内外の適宜巡視及び衛生的で安全な環境確保 



 ④作業中における事故防止及び施設物品の損傷防止 

 ⑤建築物環境衛生管理技術者との連携及び関係法令の遵守 

 ⑥南斎場施設内の省エネ及び業務の改善による積極的な省エネ対策 

10．業務員の派遣及び勤務時間等

 ①業務員の派遣は毎日３名とし、本仕様書の業務に対応できる誠実で健康な者を派遣  

  する。また午前８時３０分から午後１２時３０分の間は２名、午後１時３０分から午  

  後５時１５分の間は３名勤務とする。 

  ②勤務時間は休憩時間を除き１週間あたり３８時間４５分とする。 

  ③組合は受注者と協議の上、業務員の勤務時間を変更することができるものとする。 

 ④業務員は勤務時間中、清潔な制服を着用し名札をつけるものとする。なお、業務に 

  必要な制服及び名札は、受注者の負担とする。 

11．作業計画及び実施報告

 ①受注者は、年間清掃実施計画書を契約から１４日以内、定期清掃実施計画書を実施  

 ３０日前までに仕様書に基づき組合に提出し、組合の承認を得るものとする。 

 ②受注者は、日常清掃業務日報を作成し、業務時間終了後組合に報告するものとする。 

 ③受注者は、定期清掃終了後、組合の検査を受け、合格した後に作業完了報告書を提 

 出するものとする。 

12．安全確保の措置等

 ①作業の実施にあたっては、南斎場利用者に危害又は損害を与えないよう万全の措置 

  をとること。万一、危害又は損害を与えたとき及びその恐れのあるときは、直ちに報 

  告すること。 

 ②窓拭き作業、その他危険を伴う作業は関係法令を遵守し、南斎場利用者の安全確保 

  に万全を期すること。 

 ③作業のため家具類等を移動するときは、損傷を与えないよう丁寧に取扱い、作業終 

  了後は元の位置に戻すこと。 

 ④施設及び物品等に損傷を与えたとき、又は損傷を発見したときには、直ちに報告す 

  ること。 

 ⑤業務員は、火災及び事故等の発生防止に努めるとともに、万一、火災及び事故等が 

  発生したときは、初期消火活動、通報及び連絡等を的確に行うこと。 



13．清掃器具及び諸材料の品質

 受注者は、作業に使用する機械器具、諸材料及び洗剤等は建物構造（床及び壁面等）、

物品等を破損することがないよう、適正で良質なものを使用すること。 

14．不適格作業の処理

 ①清掃作業が仕様書どおり実施されておらず、組合が不適格と認めた場合は、その手 

  直しを命ずることができる。 

  ②この場合における費用は、受注者負担とする。 

15．業務経費負担

 ①作業に使用する機械器具、諸材料及び消耗品（手洗石鹸、ちり袋、トイレットペ－ 

  パ－、ペ－パ－タオル、消臭剤等の消耗品類）は受注者の負担とする。 

  ②作業に必要な電気水道等は、無償供与する。 

16. 業務の引き継ぎ 

 ①受注者は、業務を円滑に移行するため、前年度の受注者から契約の効力発生の日ま 

でに業務の引き継ぎを受けるものとする。 

 ②受注者が委託業務の期間を終了する際には、後任の受注者に円滑に業務を引き継ぐ 

ため、本業務の技術・知識等の引継・指導等を受注者の責任において行わなければな 

らない。この際、受注者は業務の引き継ぎに必要な詳細な「業務引継計画書」を事前 

に組合に提出し、組合の承認を受けると共に、誠実に業務の引き継ぎを実施しなけれ 

ばならない。 

③前号の引継・指導等に係る費用は、すべて受注者の負担とする。 

17．その他

 この仕様書に定めのない事項、又は業務の実施にあたって疑義が生じた場合は、組合

及び受注者が双方協議して定める。 



【別　表】

日常清掃

区　分 床仕上げ材 面積(㎡) 床の清掃内容 床以外の清掃内容清掃回数

廊下

炉前ホール

見送りホール

告別ホール

収骨ホール

自動販売機置き場

風除室(A)(B)

告別室(1)(2)

収骨室(1)(2)

待合ロビ－ 御影石貼り 233.45

和待合室(1)(2)
タイルカ－ペット
敷き及び畳敷き

82.85

洋待合室(1)(2)(3)
タイルカ－ペット
仕上げ

114.67

会議室　
タイルカ－ペット
仕上げ

40.28

休憩室(1)(2)
ビニール床シート
張り及び畳敷き

27.02

男子便所(A)(B)(C)

女子便所(A)(B)(D)

多目的便所(A)(B)

事務室
タイルカ－ペット
仕上げ

64.58

給湯室(A)(B)

授乳室

日用品販売所

窓ガラス拭き
内面積
外面積

377.00
377.00

表面洗浄
磨き材等で拭き上
げること。

建物外部金属
塩分除去・錆落とし
作業

ブラシ・高圧洗浄
機による洗浄

※斎場周辺、庭、駐車場及び車路については、適宜チリ拾い及び掃き掃除を行う。

シャッター、ドア、ゲート、２
階窓枠等

１月１回
以上適宜

１日１回
以上適宜

南 斎 場 清 掃 作 業 基 準 表

85.43

１日２回
以上適宜

御影石貼り 775.28

磁器質タイル

除塵及び部分水拭き

吸い殻処理及びゴ
ミ処理。窓、台、
什、ガラス等の除
塵及び窓拭き。家
具等の整理整頓

ビニール床シート
張り

73.32

御影石貼り 280.81



定期清掃

区分 床仕上げ材 面積(㎡) 作業内容 作業仕様 清掃周期

和待合室(1)(2)
タイルカ－ペット
敷き及び畳敷き

82.85

洋待合室(1)(2)(3)
タイルカ－ペット
仕上げ

114.67

事務室
タイルカ－ペット
仕上げ

64.58 各年2回

会議室　
タイルカ－ペット
仕上げ

40.28 計6回

休憩室(1)(2)
ビニール床シート
張り及び畳敷き

27.02

廊下

炉前ホール

見送りホール

告別ホール

収骨ホール

自動販売機置き場

風除室(A)(B)

告別室(1)(2)

収骨室(1)(2)

待合ロビ－ 御影石貼り 233.45

男子便所(A)(B)(C)

女子便所(A)(B)(D)

多目的便所(A)(B)

※屋外（屋外機械室を含む）の清掃を１年に１回以上行うこと。

　定期清掃とは別に台風通過後には必ず屋上排水のつまりのチェックを行うこと。

鼠族・昆虫駆除（屋内）

御影石貼り

85.43

御影石貼り 280.81

775.28

磁器質タイル

各年4回

計12回

鼠族・昆虫駆除作
業

殺鼠剤または殺虫
剤使用時は、薬事
法で承認を得た医
薬品、医薬部外品
を使用すること。

各年2回
計6回

カ－ペットクリ－
ニング

床面は機械洗浄を
行い汚れは適正な
薬剤及び洗剤を使
用して行うこと。

表面洗浄

床面は機械洗浄を
行い汚れは適正な
薬剤及び洗剤を使
用して行うこと。


